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政府による緊急事態宣言の対象地域について、大阪、兵庫、京都の関西3府県、愛知

と岐阜の東海2県、福岡県が、2月28日に解除されました。当社は1月8日から本社、全国

の各事業所および営業所において原則テレワークでの勤務を行っており、これを引き続

き実施いたします。実施期間は、緊急事態宣言の対象期間である3月7日までを予定して

おります。 

 

また、現場作業所は、引き続き感染予防対策に最大限留意しつつ、関係先のご意向を

尊重したうえで適切に対応してまいります。 

 

何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。 
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